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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射された放射線の線量の増加で、発生する電荷が増加する変換素子を含んで構成され
る複数の画素が２次元状に配置される第１放射線検出器と、前記第１放射線検出器の前記
放射線が透過されて出射される側に配置され、かつ照射された放射線の線量の増加で、発
生する電荷が増加する変換素子を含んで構成される複数の画素が２次元状に配置される第
２放射線検出器と、を備えた放射線画像撮影装置と、
　被検体を透過した放射線に含まれる散乱線を除去するグリッドを用いて、前記第１放射
線検出器により撮影された第１放射線画像及び前記第２放射線検出器により撮影された第
２放射線画像を取得する取得部と、
　前記取得部が取得した前記第１放射線画像から前記グリッドの画像である第１グリッド
画像を検出して除去し、前記第１グリッド画像を用いて、前記取得部が取得した前記第２
放射線画像から前記グリッドの画像を除去する除去部と、
　を備えた放射線画像撮影システム。
【請求項２】
　前記除去部は、前記第１グリッド画像を用いて、前記第１グリッド画像から前記第２放
射線画像に含まれる前記グリッドの画像の擬似的な画像である擬似第２グリッド画像を生
成し、生成した前記擬似第２グリッド画像を前記グリッドの画像として前記第２放射線画
像から除去する、
　請求項１に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項３】
　前記除去部は、前記第１放射線検出器と前記第２放射線検出器との配置方向と交差する
方向のずれ量と、前記第１放射線画像に対する前記第２放射線画像の拡大率とを用いて前
記第１グリッド画像から前記擬似第２グリッド画像を生成する、
　請求項２に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項４】
　前記除去部は、前記第１放射線検出器に対する前記第２放射線検出器の回転角度を前記
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配置方向と交差する方向のずれ量として導出し、
　前記第１放射線検出器の前記複数の画素の隣り合う画素の画素間隔によって規定される
ナイキスト周波数での折返しと、前記回転角度と、前記拡大率と、を用いて前記第１グリ
ッド画像から前記擬似第２グリッド画像を生成する、
　請求項３に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項５】
　前記除去部は、前記第２放射線画像から前記グリッドの画像である第２グリッド画像が
検出でき、前記第２グリッド画像と前記擬似第２グリッド画像との前記グリッドに関する
差分が予め定められた範囲内の場合は、前記第１グリッド画像を用いることなく、前記第
２グリッド画像を前記グリッドの画像として前記第２放射線画像から除去する、
　請求項２から請求項４のいずれか１項に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項６】
　前記差分は、前記第２グリッド画像におけるグリッドの本数と前記擬似第２グリッド画
像におけるグリッドの本数との差分、及び前記第２グリッド画像と前記擬似第２グリッド
画像との間のグリッドの相対角度の少なくとも一方である、
　請求項５に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項７】
　前記第１放射線検出器及び前記第２放射線検出器の各々は、放射線が照射されることに
より光を発する発光層を備え、
　前記第１放射線検出器及び前記第２放射線検出器の各々の前記複数の画素は、前記光を
受光することにより電荷が発生して蓄積され、
　前記第１放射線検出器の発光層と、前記第２放射線検出器の発光層とは、発光層の組成
が異なる
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項８】
　前記第１放射線検出器の発光層は、ＣｓＩを含んで構成され、
　前記第２放射線検出器の発光層は、ＧＯＳを含んで構成されている
　請求項７に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項９】
　前記除去部により前記グリッドの画像が除去された前記第１放射線画像及び前記第２放
射線画像を用いて骨塩定量及び骨密度の少なくとも一方を導出する導出部をさらに備えた
、
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項１０】
　前記放射線画像撮影装置は、前記第１放射線検出器と前記第２放射線検出器との間に、
前記放射線を構成するエネルギーのうち、特定の成分を他の成分に比べて多く吸収する放
射線制限部材をさらに備える、
　請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の放射線画像撮影システム。
【請求項１１】
　照射された放射線の線量の増加で、発生する電荷が増加する変換素子を含んで構成され
る複数の画素が２次元状に配置される第１放射線検出器と、前記第１放射線検出器の前記
放射線が透過されて出射される側に配置され、かつ照射された放射線の線量の増加で、発
生する電荷が増加する変換素子を含んで構成される複数の画素が２次元状に配置される第
２放射線検出器と、を備えた放射線画像撮影装置から、被検体を透過した放射線に含まれ
る散乱線を除去するグリッドを用いて、前記第１放射線検出器により撮影された第１放射
線画像及び前記第２放射線検出器により撮影された第２放射線画像を取得し、
　前記第１放射線画像から前記グリッドの画像である第１グリッド画像を検出して除去し
、前記第１グリッド画像を用いて、前記第２放射線画像から前記グリッドの画像である第
２グリッド画像を除去する、
　処理を含む画像処理方法。
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【請求項１２】
　照射された放射線の線量の増加で、発生する電荷が増加する変換素子を含んで構成され
る複数の画素が２次元状に配置される第１放射線検出器と、前記第１放射線検出器の前記
放射線が透過されて出射される側に配置され、かつ照射された放射線の線量の増加で、発
生する電荷が増加する変換素子を含んで構成される複数の画素が２次元状に配置される第
２放射線検出器と、を備えた放射線画像撮影装置から、被検体を透過した放射線に含まれ
る散乱線を除去するグリッドを用いて、前記第１放射線検出器により撮影された第１放射
線画像及び前記第２放射線検出器により撮影された第２放射線画像を取得し、
　前記第１放射線画像から前記グリッドの画像である第１グリッド画像を検出して除去し
、前記第１グリッド画像を用いて、前記第２放射線画像から前記グリッドの画像である第
２グリッド画像を除去する、
　ことを含む処理をコンピュータに実行させる画像処理プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　そのため、放射線の出射側に設けられた放射線検出器により撮影された放射線画像から
グリッド画像を除去するためのグリッド情報を適切に抽出することができず、放射線画像
からグリッド画像を除去する画像処理が適切に行えない場合がある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本開示の放射線画像撮影システムは、照射された放射線の
線量の増加で、発生する電荷が増加する変換素子を含んで構成される複数の画素が２次元
状に配置される第１放射線検出器と、第１放射線検出器の放射線が透過されて出射される
側に配置され、かつ照射された放射線の線量の増加で、発生する電荷が増加する変換素子
を含んで構成される複数の画素が２次元状に配置される第２放射線検出器と、を備えた放
射線画像撮影装置と、被検体を透過した放射線に含まれる散乱線を除去するグリッドを用
いて、第１放射線検出器により撮影された第１放射線画像及び第２放射線検出器により撮
影された第２放射線画像を取得する取得部と、取得部が取得した第１放射線画像からグリ
ッドの画像である第１グリッド画像を検出して除去し、第１グリッド画像を用いて、取得
部が取得した第２放射線画像からグリッドの画像を除去する除去部と、を備える。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本開示の放射線画像撮影システムの除去部は、第１放射線検出器と第２放射線検
出器との配置方向と交差する方向のずれ量と、第１放射線画像に対する第２放射線画像の
拡大率とを用いて第１グリッド画像から擬似第２グリッド画像を生成してもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１２】
　また、本開示の放射線画像撮影システムの除去部は、第１放射線検出器に対する第２放
射線検出器の回転角度を配置方向と交差する方向のずれ量として導出し、第１放射線検出
器の複数の画素の隣り合う画素の画素間隔によって規定されるナイキスト周波数での折返
しと、回転角度と、拡大率と、を用いて第１グリッド画像から擬似第２グリッド画像を生
成してもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　上記目的を達成するために、本開示の画像処理方法は、照射された放射線の線量の増加
で、発生する電荷が増加する変換素子を含んで構成される複数の画素が２次元状に配置さ
れる第１放射線検出器と、第１放射線検出器の放射線が透過されて出射される側に配置さ
れ、かつ照射された放射線の線量の増加で、発生する電荷が増加する変換素子を含んで構
成される複数の画素が２次元状に配置される第２放射線検出器と、を備えた放射線画像撮
影装置から、被検体を透過した放射線に含まれる散乱線を除去するグリッドを用いて、第
１放射線検出器により撮影された第１放射線画像及び第２放射線検出器により撮影された
第２放射線画像を取得し、第１放射線画像からグリッドの画像である第１グリッド画像を
検出して除去し、第１グリッド画像を用いて、第２放射線画像からグリッドの画像である
第２グリッド画像を除去する、処理を含む。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　上記目的を達成するために、本開示の画像処理プログラムは、照射された放射線の線量
の増加で、発生する電荷が増加する変換素子を含んで構成される複数の画素が２次元状に
配置される第１放射線検出器と、第１放射線検出器の放射線が透過されて出射される側に
配置され、かつ照射された放射線の線量の増加で、発生する電荷が増加する変換素子を含
んで構成される複数の画素が２次元状に配置される第２放射線検出器と、を備えた放射線
画像撮影装置から、被検体を透過した放射線に含まれる散乱線を除去するグリッドを用い
て、第１放射線検出器により撮影された第１放射線画像及び第２放射線検出器により撮影
された第２放射線画像を取得し、第１放射線画像からグリッドの画像である第１グリッド
画像を検出して除去し、第１グリッド画像を用いて、第２放射線画像からグリッドの画像
である第２グリッド画像を除去する、ことを含む処理をコンピュータに実行させるための
ものである。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
【図１】本実施形態の放射線画像撮影システムの構成の一例を示すブロック図である。
【図２】本実施形態の放射線画像撮影装置の構成の一例を示す側面断面図である。
【図３】本実施形態の放射線画像撮影装置の電気系の要部構成の一例を示すブロック図で
ある。



(5) JP 2018-15453 A5 2018.9.20

【図４】本実施形態のコンソールの電気系の要部構成の一例を示すブロック図である。
【図５】本実施形態の第１放射線検出器及び第２放射線検出器の各々に到達する放射線量
の説明に供するグラフである。
【図６】本実施形態の全体撮影処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図７】本実施形態の全体撮影処理における画像生成処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【図８】本実施形態の画像生成処理における擬似第２グリッド画像生成処理の流れの一例
を示すフローチャートである。
【図９】第１放射線検出器と第２放射線検出器との位置ずれを説明するための模式図であ
る。
【図１０】図９に示した一例のように設けられた第１放射線検出器及び第２放射線検出器
により撮影された第１放射線画像及び第２放射線画像を重ね合わせた状態を示した模式図
である。
【図１１】ナイキスト周波数での周波数の折返しを説明するための模式図である。
【図１２】本実施形態の骨部組織の領域及び軟部組織の領域の説明に供する概略正面図で
ある。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　放射線照射装置１２は、放射線Ｒの照射開始の指示を受信すると、管電圧、管電流、及
び照射期間等の照射条件に従って、放射線源１４から放射線Ｒを照射する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　なお、本実施形態では、図６に示した全体撮影処理は、コンソール１８の制御部８０が
、ユーザにより操作部９０を介して被検体Ｗの氏名、撮影部位、及び放射線Ｒの照射条件
等を含む撮影メニューを取得した場合に実行される。制御部８０は、ＲＩＳ等の外部のシ
ステムから撮影メニューを取得してもよいし、操作部９０を介してユーザが入力した撮影
メニューを取得してもよい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　図６のステップＳ１００でコンソール１８の制御部８０は、撮影メニューに含まれる情
報を放射線画像撮影装置１６に通信部９２を介して送信し、かつ放射線Ｒの照射条件を放
射線照射装置１２に通信部９２を介して送信する。そして、制御部８０は、放射線Ｒの照
射開始の指示を放射線画像撮影装置１６及び放射線照射装置１２に通信部９２を介して送
信する。放射線照射装置１２は、コンソール１８から送信された照射条件及び照射開始の
指示を受信すると、受信した照射条件に従って放射線Ｒの照射を開始する。なお、放射線
照射装置１２が照射ボタンを備えている場合は、放射線照射装置１２は、コンソール１８
から送信された照射条件及び照射開始の指示を受信し、かつ照射ボタンが押圧操作された
場合に、受信した照射条件に従って放射線Ｒの照射を開始する。
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【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　放射線画像撮影装置１６における撮影が終了していない場合、制御部８０は、否定判定
となり、放射線画像撮影装置１６における撮影が終了するまで待機状態となる。一方、放
射線画像撮影装置１６における撮影が終了した場合、制御部８０は、肯定判定となりステ
ップＳ１０４へ移行する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　図１０に示した例では、被検体Ｗの特徴的な２つの構造物が、第１放射線画像１００Ａ
には被検体画像１０２Ａ及び被検体画像１０４Ａとして写り込んでおり、第２放射線画像
１００Ｂには被検体画像１０２Ｂ及び被検体画像１０４Ｂとして写り込んだ状態を示して
いる。ここで、被検体画像１０２Ａと被検体画像１０２Ｂとは、同一の構造物の画像であ
り、被検体画像１０４Ａと被検体画像１０４Ｂとは、同一の構造物の画像である。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　そこで、本実施形態の制御部８０では、このナイキスト周波数での折返しを考慮して、
第１グリッド画像から擬似第２グリッド画像を生成するために、以下の処理を行う。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　次のステップＳ２５６で制御部８０は、周波数Ｆ及び周波数Ｆの高調波（２Ｆ、３Ｆ・
・・）について、上記ステップＳ２５２で導出した第１グリッド画像のグリッドの角度を
、ナイキスト周波数での折返しがない角度に修正する。例えば、図１１に示した例では、
相対角度θｒ１及び相対角度θｒ２について、相対角度θｒに修正する。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　また、上記ステップＳ２５６の処理によって修正した第１グリッド画像のグリッドの角
度に上記ステップＳ２５０で導出した回転角度を加算することにより、ナイキスト周波数
での折返しがない擬似第２グリッド画像のグリッド角度に変換する。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　以上説明したように、本実施形態の放射線画像撮影システム１０は、照射された放射線
Ｒの線量の増加で、発生する電荷が増加するセンサ部３２Ａを含んで構成される複数の画
素３２が２次元状に配置される第１放射線検出器２０Ａと、第１放射線検出器２０Ａの放
射線Ｒが透過されて出射される側に配置され、かつ照射された放射線Ｒの線量の増加で、
発生する電荷が増加するセンサ部３２Ａを含んで構成される複数の画素３２が２次元状に
配置される第２放射線検出器２０Ｂと、を備えた放射線画像撮影装置１６と、制御部８０
を有するコンソール１８と、を備える。コンソール１８の制御部８０は、被検体Ｗを透過
した放射線Ｒに含まれる散乱線を除去するグリッド２３を用いて、第１放射線検出器２０
Ａにより撮影された第１放射線画像１００Ａ及び第２放射線検出器２０Ｂにより撮影され
た第２放射線画像１００Ｂを取得する。また、制御部８０は、取得した第１放射線画像１
００Ａからグリッド２３の画像である第１グリッド画像を検出して除去し、第１グリッド
画像を用いて、第２放射線画像１００Ｂからグリッド２３の画像を除去する。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　本実施形態の放射線画像撮影装置１６では、第２放射線検出器２０Ｂに到達する放射線
量は、第１放射線検出器２０Ａに到達する放射線量よりも少なくなる。そのため、第２放
射線検出器２０Ｂにより撮影された第２放射線画像１００Ｂから検出した第２グリッド画
像がグリッド２３の画像として適切ではない場合がある。コンソール１８の制御部８０は
、このような場合、第１放射線検出器２０Ａにより撮影された第１放射線画像１００Ａか
ら検出された第１グリッド画像を用いて、第２放射線画像１００Ｂに含まれるグリッド２
３の画像の擬似的な画像である擬似第２グリッド画像を生成する。そして、制御部８０は
、第２放射線画像１００Ｂから疑似第２グリッド画像を除去する画像処理を行う。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
　また、本実施形態では、２つの制御部（制御部５８Ａ、５８Ｂ）により放射線画像撮影
装置１６の制御を実現する場合について説明したが、これに限定されない。例えば１つの
制御部により放射線画像撮影装置１６の制御を実現する形態としてもよい。また、本実施
形態では、コンソール１８の制御部８０が、本発明の取得部及び除去部の一例として機能
する場合について説明したが、これに限定されない。例えば、取得部及び除去部の少なく
とも一方の機能を、制御部５８Ａ及び制御部５８Ｂの一方が有していてもよいし、放射線
画像撮影装置１６及びコンソール１８と異なる、読影装置等の他の装置が有していてもよ
い。
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